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中医協 診－1－1  

18． 7．12  

評価療養及び選定療養の具体的な類型の指定等について  

1 これまでの経糸  

○ いわゆる「混合診療」問題については、平成16年12月の厚生労働大臣と   

規制改革担当大臣との間の「基本的合意」に基づき、現行制度の枠組みの中で、   

国内未承認薬の使用、先進技術への対応、制限回数を超える医療行為、高度先   

進医療の見直し等について、中医協の議論を経つつ、必要な対応を行ってきた   

ところ。  

＊参考1「いわゆる「混合診療」問題に係る基本的合意」  

＊参考2「いわゆる「混合診療」問題に係る改革の進捗状況」  

○ さらに、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）に   

おいては、上記「基本的合意」に基づき、現行の特定療養責制度を再構成し、   

■ 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、   

保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な   

提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定  

める「評価療養」  

・被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療  

養である「選定療養」   

を受けたときには、これらに伴う入院料等について、保険外併用療養費として   

保険給付を行うこととされたところ。  

○ 評価療養及び選定療養の具体的な類型の指定等については、中医協への諮問   

の手続を経る旨が法定されており、6月21日の中医協総会において、この問   

題については、診療報酬基本問題小委員会において整理を行うこととされた。  

＊参考3「いわゆる「混合診療」問題への対応の考え方」  

＊参考4「健康保険法等の一部を改正する法律新旧対照条文（抄）」   



2 現行の高度先進医療及び選定療養について  

○ 現行の特定療養責制度の下においては、高度先進医療と選定療養について、   

保険診療と保険外診療との併用が認められている。  

○ 高度先進医療については、現在、133の特定承認保険医療機関において、  

101技術が高度先進医療として認められている。  

○ 選定療養については、以下の16類型が指定されている。  

① 特別の療養環境の提供（昭和59年10月～）  

② 前歯部の材料差額（昭和59年10月～）  

③ 予約診察（平成4年4月～）  

④ 時間外診察（平成4年4月～）  

⑤ 金属床総義歯（平成6年6月～）  

⑥ 200床以上の病院の未紹介患者の初診（平成8年4月～）  

⑦ 医薬品の治験に係る診療（平成8年4月～）  

⑧ 小児う蝕治療後の継続管理（平成9年4月～）  

⑨ 200床以上の病院の再診（平成14年4月～）  

⑩ 医療機器の治験に係る診療（平成14年4月～）  

⑪ 薬価基準収載前の承認医薬品の投与（平成14年4月～）  

⑫180日を超える入院（平成14年4月～）  

⑬ 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用（平成16年1月～）  

⑭ 保険適用前の承認医療機器の使用（平成17年4月～）  

⑮ 先進医療（平成17年7月～）  

⑯ 制限回数を超える医療行為（平成17年10月～）  

＊参考5「現行の選定療養の各類型について」  
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3 評価療養及び選定療養の具体的な類型の指定等について  

○ 現行の高度先進医療及び選定療養を新たに評価療養及び選定療養に再編成す   

るとすれば、以下のようにすることが考えられるがどうか。  

【評価療養】   

や 医療技術に係るもの   

⑯ 先進医療（現行の高度先進医療を含む。）   

B働こ係るもの   
⑦ 医薬品の治験に係る診療   

⑩ 医療機器の治験に係る診療   

⑪ 薬価基準収載前め承認医薬品の投与   

⑭ 保険適用前の承認医療機器の使用   

⑬ 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用  

【選定療養】   

C 快適性・利便性に係るもの  

① 特別の療養環境の提供   

③ 予約診察  

④ 時間外診察   

② 前歯部の材料差額   

⑤ 金属床総義歯   

D 医療機関の選択lこ係るもの   

⑥ 200床以上の病院の未紹介患者の初診   

⑨ 200床以上の病院の再診   

E 医療行為等の選択lこ係るもの   

⑯ 制限回数を超える医療行為   

⑫180日を超える入院   

⑧ 小児う蝕治療後の継続管理  
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［参考］参議院厚生労働委員会における附帯決議（平成18年6月13日） 抄  

一 新たな保険外併用療養費制度においては、医療における安全性t有効性が   

十分確保されるよう対処するとともに、保険給付外の範囲が無制限に拡大さ   

れないよう適切な配慮をすること。  

○ その他、特定療養費制度の廃止等に伴う「保険医療機関及び保険医療養担当   

規則」（昭和32年厚生省令第15号）等について、所要の文言の整理等を行   

う必要がある。  

④   



中医協 診－1－2  

1 8． 7．12  

いわゆる「混合診療」問題に係る基本的合意  
重責t   

いわゆる「混合診療」問題については、これまで、国民の安全性を確  

保し、患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえつつ、国民の選  

択肢を拡げ、利便性を向上する観点から、精力的に議論を進めてきたと  

ころである。   

本日、この間題について、保険外の負担の在り方を根本的に見直．し、  

患者の切実な尊堂に迅速かつ的確に対応できるよう、叫下のような改革  
オ泉を講ずることで基本的合意に至った。   

れは、「年内に解禁の方向で結論を出す」という総理の方針にも沿っ  

たものである。  

1 国内未承認薬の使用について  

確実な治験の実施に繋げ、制度的に切れ目なく保険診療との併用が   

可能な体制を確立する。   

具体的には、①確実な治験の実施、②医師主導の治験の丈扱体制の   

整備、③退か的治験の導入及び④制度的な保険診療との併用の断絶の   

解消の措置を講じる。   

その際、特に、患者の切実な尊堂に迅速かつ的確に対応する観点か   

ら、以下のような措置を講ずる。  

○ 患者貴望の把握と科学的な評価を行うために新たに設ける大臣設   

置に係る専門家からなる検討会については、年4回定期的に開催す   

るとともに、必婁に応じ随時開催することで、患者尊堂のある未承   

認薬の取扱いについては、最長でも3か月以内に結論を出すものと  

する。   

○ また、米、英、独及び仏で新たに承認された薬については、 自動   

的に検証の対象とすることで、患者の尊堂に的確に対応し、おおむ   

ねすべての事例について、確実な治験の実施に繋げる。   

○ 治験において患者に薬剤料等の費用負担を求めるに当たっては、   

料金が不当に高くならないよう、必婁な措置を講じる。   



2 先進技術への対応について  

必ずしも高度でない免進級術を含め、以下のとおり、医療孜術の保   

険導入のための手続を制度化するとともに、その迅速化及び透明化を   

図る。  

○ 医療救術ごとに医療機関に求められる一定水準の婁件を設定し、   

該当する医療機関は、届出により実施可能な仕組みを新たに設ける。   

○ 具体的には、   

・新規の医療技術については、厚生労働省は、医療機関から婁件  

の設定に係る届出がなされてから、原則最長でも3か月以内に、  

大臣設置に係る専門家合議による科学的評価を踏まえ、①丈障な  

し、②中止又は変史、③保留（期間の延長）、のい ずれかを書面に  

より、理由を付して通知することとする。これにより、医療機関  

から身件の設定に係る届出がなきれてから、原則最長でも3か月  

以内に当該医療技術が実施可能となる仕組みとする。   

・ なお、審査に慎重な判断を婁する場合（例えば、遺伝子治療の  

ように倫理上の問題がある場合など）、担当部局の事務処理能力を  

超える多数の届出により3か月以内での回答が著しく困難な場合  

など合理的な理由がある場合には、3か月を超える期限を定める  

ことができることとする。   

・既に婁件が設定されている医療故術については、医療機関ほ、  

婁件に該当する旨の届出を行うことにより実施することができる。   

○ また、将来的な保険導入のための評価を行う観点からも、実施医   

療機関から定期的に報告を求め、保険導入の適否について検討する  

とともに、有効性及び安全性に問題がある場合等にあっては、当該  

医療技術の中止等の必妥な指示を行うことができることとする。  

3 制限回数を超える医療行為等   

○ 制限回数を超える医療行割こついては、適切なルールの下に、保   

険診療との併用を認める。ただし、医学的な根拠が明確なものにつ   

いては、保険導入を検討する。  

之   



○ 療養の給付と直接関係のないサービス等について、保険診療ヒの   

併用の問題が生じないことを明確化する。  

4牒狛こついて   
○ 牒行ケものであるかどうか」の   

教卓から現行制度を抜本的に見直し、「特定療養費制度」を廃止L   
「保険導郎  

と「患者選択同意医療（仮称）」（保険導入を前後としないもの）と  

に新た  な枠組みとして  

5 改革の手順  

○ まず現行制度の枠組みの中で対応することとし、できるものから   

順次実施して平成17年夏までを目途に実現する。ただし、国内未   

承認薬の使用に係る施泉については、平成16年度中に必妥な措置  

を講じる。   

○ さらに、現行制度について、「将来的な保険導入を前絶としている   

ものであるかどうか」の観点から、名称も含め、法制度上の整備を   

行うこととし、平成18年の通常国会に抜出を予定している医療保   
険制度全般にわたる改革法寮の中で対応する 。   

以上のような改革は、 一定のルールの下に、保険診療と保険外診療と  

の併用を認めるとともに、これに係る保険導入手続を制度化するもので  
あり、「必貴かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保する」という  

国民督促険制度の理念を基本に据えたものである。   

また、このような改革により、より分かりやすい制度となるとともに、  

保険診療と保険外診療ヒの併用に関する具体的婁望については、今後新  
たに生じるものについても、おおむねすべてに対応することができるも  

のである。  

∂   



平成16年12月15EI  

厚生労働大臣  

内閣府特命担当大臣（規制改革、産業再生規格）、  

行政改革担当、構造改革特区・地域卑生担当  

年   



項 目  進捗状況   

昨年1月に立ち上げ（年4回定期的に開催）  

①未承認薬使用間 口      欧米で新たに承認された薬は自動的に検証  

検討会議の設置   患者の要望のある薬の治験を促進  

国内未承認薬の使  

用について  
②師主導治験の  

制の整備（保険給  
付を企業治験より拡大）   

昨年5月9日に先進医療専門家会議を立ち上げ、  

7月1日より先進技術の届出受付を開始  

進技術へのメ、応  届出後、3か月以内に技術ごとに基準を設定  
（昨年10月1日より最初の1技術について基準  

設定し、7月1日現在、6技術について設定）   

り限回数を超える医療行為  
昨年10月1日より腫癌マーカー検査などについ  

て保険給付との併用を認め、現在10項目を設定   

昨年9月1日より、医療技術ごとに実施可能な  

高度先進医療の 宿し  医療機関の要件を定め、それを満たすものを特  
定承認保険医療機関として承認する制度へ改  

めた   
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いわゆる「混合診療」問題への対応の考え方  

「将来的な保険導入のための評価を行うものであるかどう  O「特定療養章制度」を廃止』、  
するとともに、高度の医療技術を用いた療養等の  

ヽ
 
 

、
b
 
 

ヽ
 
 

力
 
 

点
 
 

観
 
 

の
 
 

」
 
 

＼
 
 

力
 
 療養の基礎部分について、哩鱒外阻  れる療養について、その  保険外診療と併用して提供さ       l▼l▼l■■ 、 ▼  ■  H■r  ▼′■▼ ＋ ■▼■ ■  ▼ ■ ‾  ‾     ’ ▼▼ ‾ ■▼  ▼  ‾  

lを保険給付として支給 （「健康保険法等の一部を改正する法律」にて対応）  

具体的要望について  
ま 

《現行》  

選定療養  高度先進医療  
の  

〔   

現行は種々  

ものが混在  
（高度で先進的な技術に限られる）  

【 選 定 療 養 】  

（保険導入を前提としないもの）  

【評 価 療 養】  

《見直し後》   （保険導入のための評価を行うもの）  

○快適性・利便性に係るもの  

○医療機関の選択に係るもの  

○医療行為等の選択に係るもの  
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○療養の給付と直接関係のないサービス等については、保険診療との併用の問題が生じないことを明確化  
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現行の選定療養の各類型について  

① 特別の療養環境の提供（昭和59年10月～）  

個人用の収納ロッカー・照明・小机・椅子を備え、カーテン   

など患者のプライバシー を確保する設備をもつ、一定の広さ以   

上の4入部屋までの病室への入院  

② 前歯部の材料差額（昭和59年10月～）  

前歯部（前歯）の鋳造歯冠修復等で使用する材料を、金銀パラ   

ジウム合金に代えて14Kを超える金合金又は白金加金を使用  

③ 予約診察（平成4年4月～）  

予約診療を行っている保険医療機関での予約に基づく診療  

④ 時間外診察（平成4年4月～）  

患者の都合（急病などやむを得ない事情の場合を除く。）によ   

る、医療機関が表示している診療時間以外の時間の診療  

⑤ 金属床総義歯（平成6年6月～）  

熱可塑性樹脂総義歯に代えて、金属床による総義歯を使用  

⑥ 200床以上の病院の未紹介患者の初診（平成8年4   

200床以上の病院における、他の医療機関からの文書によ  

る紹介なしの初診（ただし、緊急等の場合を除く。）  

⑦ 医薬品の治験に係る診療（平成8年4月～）  

薬事法に基づく医薬品の治験に係る診療  

lユ   



⑧ 小児う蝕治療後の継続管理（平成9年4月～）  

ムシ歯の数が少ない13歳未満の小児に対する、治療後の再   

発抑制のための継続的な指導管理（フッ化物の局所応用女は小   

藩裂溝填塞）  

⑨ 200床以上の病院の再診（平成14年4月～）  

診療所や200床未満の病院に紹介状を出す旨の文書が交付   

された上での、200床以上の病院における再診（ただし、緊   

急等の場合を除く。）  

⑩ 医療機器の治験に係る診療（平成14年4月～）  

薬事法に基づく医療機器の治験に係る診療  

⑪ 薬価基準収載前の承認医薬品の投与（平成14年4月   

～）  

薬事法上の承認を受けた医薬品のうち、薬価基準に収載され   

ていないものの投与（承認後90日以内に限る。）  

⑫180日を超える入院（平成14年4月～）  

入院医療の必要性が低い患者の180日を超える入院（15   

歳未満、育成医療、難病・小児難病等の患者を除く。）  

⑬ 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用（平成   

16年1月～）  

薬価基準に収載されている医薬品の薬事法に基づく承認に係   

る用法、用量、効能又は効果と、異なる用法、用量、効能又は   

効果に係る投与   

＊ 専門家による有効性や安全性に係る公的な事前評価の結果、  

治験の省略が認められ、迅速な申請や審査ができると認めら  

れたものなどが対象  
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⑭ 保険適用前の承認医療機器の使用（平成17年4月～）  

薬事法上の承認を受けた医療機器のうち、保険適用されてい   

ないものの使用（承認後280日以内に限る。）  

⑮ 先進医療（平成17年7月～）  

必ずしも高度でない先進医療技術（個別の技術ごとに一定の基   

準を設定）  

⑯ 制限回琴を超える医療行為（平成17年10月～）  

診療報酬の算定に当たり、算定制限が設けられている医療行   

為（腫瘍マーカー検査など7項目）  

◎   



中医協  診－ 2  

1 8． 7． 1 2  

療養病床に入院する高齢者の食費・居住真の負担について  

1見直し案の概要  

（対 象者）療養病床に入院する70歳以上の高齢者（18年10月以降）  

2万円）‡  （標準負担額）①食貴  食材料責及び調理コスト相当を負担（4．  
②居住費 光熱水真相当を負担（1．0万円）  

※ 現行は食材料真相当を負担（乙4万円）  

※介護保険と同額  

※1割の定率自己負担と合計した場合の平均的な負担額は、9，4万円（介護保険は8．9万円）   

（保険給付）入院時生活療養の基準額から標準負担額を控除した額を入院藤生活療養費として支給  
※ 現行の入院時食事療養費は、入院時食事療養の基準額（日額1，920円）から標準負担額（一般所得者  
の場合で日額780円）を控除した額を入院時食事療養費として支給  

2 低所得者対策  

所得の状況に応じて食費及び居住費の標準負担額を設定し、負担の軽減を図る。  

＜低所得者の食費・居住費負担額＞ 低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯）  － 3．0万円  

低所得者Ⅰ②（年金受給親80万円以下等）－ 2．2万円  
低所得者Ⅰ①（老齢福祉年金受給者）   －1．0万円  

介護保険と同じ水準  

3 負担の対象外となる患者   

入院医療の必要性の高い状態（人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷（四肢麻痔が見   
られ 

のみを負担することとする。  

4 新たな高齢者医療制度の創設に伴う措置  

新たな高齢者医療制度の創設と併せて、65歳以上70歳未満の者について同様の負担の見直しを行う。  
（平成20年4月～）   



療養病床に入院する高齢者の食責・居住費の負担の見直しに伴う入院時生活療養真の創設  

生活療養   （参考）食事療養   

対象者  療養病床に入院する70歳以上（平成20年度  

から65歳以上）の高齢者   等に入院する者   

内 容  食事の提供である療養と、光熱水真に関連する  

サービスとしての「温度、照明及び給水に関す  

る適切な療養環境の形成である療養」を合わ  

せ、療養の給付と併せて行う生活療養とし、介  

護保険との均衡等の観点から、食費及び居住費  

の負担を求める法律上の仕組みを創設  

※従来の入院時の治療や食事等の水準に  

変更があるものではない。   
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入院時食事療養の基準額（※1）から標準負担額   

（※2）を控除した額を入院時食事療養責とし  

て支   

※1入院時の食事療養に必要な糞用の額と   

上て中医協の諮問を経て厚生労働大臣が定  

める額  

入院時生活療養の基準額（※1）から標準負担   

額（※2）を控除した額を入院時生活療養責と   

して支給   

※1 脚舌療養に必要な費用の額   

七して中医協の諮問を経て厚生労働大臣  

が定める額  

事療養  
事  「 入 

院時食  

入院時食  

※2 平均的な家計の状況を勘案して厚生労  

働大臣が定める額  

（一般所得者の場合で日額780円）   

※2 平均的な家計における食責及び光熱  

水費の状況、介護保険との均衡等を勘案し  

て厚生労働大臣が定める額  

般所得者の場合で日額1，700円（＊   

1，380円〔食責〕＋320円〔居住費〕  



入院時生活療養の基準額及び入院料（診療報酬）  

○ 療養病床に入院する高齢者について、現行の療養病棟入院基本料等に含まれている光熱水費によって賄われている  
サービスを切り出し、入院時食事療養と統合して、入院時生活療養を創設  

【療養病棟入院基本料の例】（70歳以上■住民税課税者・多床室の場合）  

入
院
時
食
事
療
養
・
入
院
時
生
活
療
養
 
 

（現行）  （見直し案）  

診療報酬  診療報酬  

＜参 考＞   

介護保険  

栄養管理費等   

栄養管理費等   

光熱水費  

光熱水費   

1．0万円  
光熱水要  

1．0万円  
（日杏百320円）  （日瞳320円）   

5．2万円負担  
（日額1，700円）  

□ l墓誓豊富療養のl：  

食材料費＋調理責  食材料費＋調理費  食材料費＋調理費   額 

4．2万円  
60円（Ⅰ）：  

乙4万円負担  
4．2万円  

（日放1，380円）   
（日額780円）  

（日額十380円）   

n  

＋  ＋  f）冠琵  
光熱水責   l  をモデル負担  

2万円負担注）  
1．700円）  

を軽減す  るために  

足して給付を行う  
の基準となる額  
している。   

栄養管理責  

療養病棟入院基本料  

23．2万円～52．9万円  
（日額7，640円～17．400円）  

療養病棟入院基本料（案）   
介護サービス費   

22．8万円～52．5万 （日額7，500円～17，260円）  23．8万円～40．2万円  
（日額7，820円～13，220円）  

1割負担  1割負担  

与  



○入院時生活療養責制度の創設に伴い、保険医療機関及び保険医療養担当規則等について、所要の文言   

の整理等を行う必要がある。  

【主な改正内容】  

・保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）（抄）  

入院時生活療養関係（案）   入院時食事療養関係  

（生活療養）  

第五条の三の二 保険医療機関は、その入院患者に対し   

（食事療養）  

第五条の三 保険医療機関は、その入院患者に対して食   

事療養を行うに当たっては、病状に応じて適切に行わ   

なければならないとともに、その提供する食事の内容   

の向上に努めなければならない。  

て生活療養を行うに当たっては、病状に応じて適切に   

行わなければならないとともに、その提供する食事の   

内容の向上及び温度、聞こ関する適切な療   

養環境の形成に努めなければならない。  

2 保険医療機関は、生活療養を行う場合には、次項に   

規定する場合を除き、標準負担額の支払を受けること   

により食事を提供し、温度、照明及び給水lこ関する適   

切な療養環境を形成するものとする。  

3 保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を   

受けて生活療養を行う場合には、当該療養にふさわし   

い内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、   

あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説   

明を行い、その同意を得なければならない。  

4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見   

やすい場所に、前項の療養の内容及び糞用に関する事   

項を掲示しなければならない。  

2 保険医療機関は、食事療養を行う場合には、次項に   

規定する場合を除き、標準負担額の支払を受けること   

により食事を提供するものとする。  

3 保険医療機関は、第五条第二項又は前条第二項の規   

定による支払を受けて食事療養を行う場合には、当該   

療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を   

行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び   

費用に関して説明を行い、その同意を得なければなら   

ない。  

4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見   

やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事   

項を掲示しなければならない。  

5   



【参考】健康保険法（大正十一年法律第七十号）（抄）   

（療養の給付）  

第六十三条 （略）  

2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。  

一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第四号に   

規定する療養病床（以下「療養病床」という。）への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、七十歳（＊   
平成20年4月から「六十五歳」に改正）に達する日の属する月の翌月以後である被保険者（以下「特定長期入院被保険者」という。）に係   

るものを除く。以下「食事療養」という。）  

二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの（特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。   
）  

イ 食事の提供である療養  

口 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養   
三・四 （略）  

3－4 （略）   

（入院時食事療養責）  

第八十五条 被保険者（特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。）が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる   

病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支   
給する。  

2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した貴用の額（その額   
が現に当該食事療養に要した費用の板を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額）から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大   

臣が定める額1所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担軌という。）を控除し   

た額とする。  

3～9 （略）   

（入院時生活療養費）  

第八十五条の二 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものか   
ら同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生舌療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。  

2 入院時生活療養費の静ま、当該生活療養につき虫舌療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その薇   
が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額）から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病   

院及び診療所における生活療養に要する責用について介護保険法第五十一条の二第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住真   

の基準費用額に相当する費用の績を勘案して厚生労働大臣が定める額（所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定め   
る者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。）を控除した額とする。  

3～5（略）  
（∂   




